
「生徒も教師もワクワクする授業づくりを…」
「大人が真剣に教育を語り合える場を…」
この 2 つのテーマをスローガンに，現代の教育課題を共に学んだり，
その改善に向けて議論をしたり，未来の教育について考える場を
つくりました。

　授業実践研究会
【公民】
第
7
回

2020年2月27日  木

参加申し込み・お問い合わせ
東京学芸大学附属高等学校
〒154-0002　東京都世田谷区下馬4-1-5
TEL：03-3421-5151　FAX：03-3421-5152
mail：gaku-ken@gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp
HP：http://www.gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp/
【アクセス】
　東急東横線　  「学芸大学」駅　下車　徒歩15分
　東急田園都市線「三軒茶屋」駅　下車　徒歩20分

※駐車場はございません。公共交通機関等を利用し，
お越しください。

13:20 受付開始
15:30 終了予定

参加申し込みは，右のQRコードをご
利用いただくか，本校HPの「研究・
研修」のページから必要事項をご入
力ください。

開催趣旨     
　公民科は過労死問題に詳しい弁護士と協働して，啓
発授業「はたらくことのリアルに迫る」を実践していま
す。労働経験の少ない生徒たちに実感を持って働くこ
とを考えさせ「自己と向き合い，他者と繋がる中でより
良い未来にしたいと願う市民性」の育成を目指していま
す。どうして生命を犠牲にしてまで働く現実があるのか。
過労自殺とハラスメントについて弁護士と生徒のトーク
セッションをご見学頂きます。新科目「公共」も見据え
て，社会科教育に関心のある方々と議論を深めたいと
考えております。是非ともご参加いただき，率直な意見
交換の場といたしたく，ここにご案内申し上げます。

スケジュールと内容

はたらくことのリアルに迫る
vol.4 弁護士と生徒のトークセッション

　トークセッション見学：公民科 2 年現代社会で行う労働問題に関する
啓発授業として実施。身近な働く人へのインタビューを行い，実際にあっ
た過労自殺事件などについて事前学習を踏まえて，生徒からの質問に弁
護士が答えます。なお本実践は平成 30 年度厚労省過労死防止対策白書
にコラムとして紹介されています。外部人材を交えた主権者教育などの観
点から，意見交換をいたしたいと思います。

受付

授業見学 弁護士と生徒のトークセッション見学

意見公開会

13:20

13:40〜14:30

14:40〜15:30


